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幼保連携型認定こども園千代田幼稚園 重要事項説明書 

                               （令和８年度版） 

１ 施設運営者 

名  称 学校法人千代田学園 

代表者氏名 理事長 松永広雄 

所 在 地 静岡市葵区東千代田一丁目８番１０号 

電 話 番 号 ０５４－２６１－７６２４ 

法人設立年月日 昭和４６年３月９日 

定款の目的に定めた事業 
幼保連携型認定こども園の運営 

その他目的達成のための必要な事業 

 

２ 事業の目的、運営方針 

事業の目的 

・３号認定児の保育等 

・２号認定児の就学前教育及び保育 

・１号認定児の就学前教育等 

・総合的な子育て支援 

運営方針 

① 感性豊かな子を園目標に自分で考え、表現や活動に取り組み自

己発信できる子の育成を目指した、個に対応したきめ細やかな

教育・保育を行う。 

② 子どもの心身の状態を把握し、成長に即した教育・保育を行う。 

③ 必要とされる子育て支援事業を行う。 

④ 地域に根ざした認定こども園を目指す。 

 

３ 施設の概要 

施設の種類 幼保連携型認定こども園 

施設の名称 幼保連携型認定こども園千代田幼稚園 

開設年月日 平成３０年４月１日 

施設の所在地 静岡市葵区東千代田一丁目８番１０号 

連 絡 先 
電話番号 ０５４－２６１－７６２４ 

Ｆ Ａ Ｘ ０５４－２６１－７６２５ 

事業所番号 ０１２５２ 
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管 理 者 園長 松永広雄 

利 用 定 員 

満３歳以上の児童【１号】         １３５人 

満３歳以上の児童【２号】          ４５人 

満１歳以上満３歳未満の児童【３号】     ２６人 

満１歳未満の児童【３号】           ９人 

職 員 数 ３０人 

嘱 託 医 
マイクリニック大久保  大久保由美子  TEL 054-261-3947 

山田歯科医院      山田誠     TEL 054-261-2200 

 

４ 開園日・開園時間及び休園日 

教育・保育を提供する日 

月曜日から土曜日まで 

ただし、年末年始（１２月２９日から１月３日）及び国民の

祝日は休園とする。 

なお、教育標準時間認定（１号認定）こどもについては、 

以下についても休園とする。 

・夏季休業７月２１日から８月３１日まで 

・冬季休業１２月２１日から１月３日まで 

・春季休業３月１６日から４月２日まで 

教育・保育を提供する時

間 

教育標準時間認定 午前８時３０分から午後２時まで 

保育標準時間認定 

午前７時から午後６時までの範囲内で

保育を必要とする時間 

※ 午後６時から午後６時３０分までの

範囲内で時間外保育を実施。 

保育短時間認定 

午前８時３０分から午後４時３０分ま

での間で保育を必要とする時間 

※ 午前７時から午前８時３０分まで及

び午後４時３０分から午後６時３０分

までの範囲内で時間外保育を実施。 

 

 

５ 施設・設備等の概要 

敷地 面 積 ３５９７.５０㎡ 



3 

建物 
構 造 鉄骨造２階建及び鉄骨平屋建 

延床面積 ２１０５．８９㎡ 

施設の内容 

設備 部屋数 面積 

乳児室 ０歳児 １室  ３４.８４㎡ 

    1歳児 １室  ４５.３６㎡ 

    ２歳児 １室  ４５.９０㎡ 

保育室 ３歳以上 １０室  ５３０.００㎡ 

遊戯室 １室  ２８２.３６㎡ 

調理室 １室  ６７.０８㎡ 

延長保育兼 

多目的室 
１室  ９６.３５㎡ 

職員室 １室  ８３.５８㎡ 

保健室 １室  ６.０７㎡ 

トイレ ７室  １１６.４８㎡ 

本園では「静岡市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基

準を定める条例」（平成２６年静岡市条例第１０７号。以下「市条例」という。）の定める基準

を遵守し、上記の施設及び設備を設置しています。 

 

６ 職員の状況（２０２６年４月１日現在） 

職 種 常勤 常勤者の資格 非常勤 非常勤者の資格 

園長 １人 小学校教諭 ０人  

副園長 １人 幼稚園教諭・保育士 ０人  

主幹保育教諭 １人 幼稚園教諭・保育士 ０人  

指導保育教諭 ２人 幼稚園教諭・保育士 ０人  

保育教諭 １７人 幼稚園教諭・保育士 ３人 幼稚園教諭・保育士 

運転手・保育補助 １人 子育て支援員 ０人  

事務職員・保育補助 １人 子育て支援員 ０人  

事務職員 ２人  ０人  

運転手・用務員 ０人  １人  

本園では市条例の定める基準を遵守し、上記の職員を配置しています。 
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７ 提供する教育・保育等の内容 

 本園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえ、以下の保育等の提供を行いま

す。 

（１）教育・保育計画 

   歳児毎に年間、月間及び週間計画を作成 

（２）毎日の教育・保育の流れ 

   一日の教育・保育スケジュールは、本園の幼稚園要覧に記載の通り 

（３）食事の提供 

給食等の方針 

園での給食は、全ての活動の源となる大切なものと認識し、

安全でおいしい給食を目指しています。旬の食材を積極的に

取り入れています。 

昼食及びおやつ 保護者の方へ毎月の献立表でお知らせします。 

アレルギー等への対応 

食材の中にアレルギーなどで食べられないものがありまし

たら、事前にご相談ください。 

ご相談の上、除去等の必要な対応を取ります。 

 

（４）健康診断 

  ①健康診断 

   年２回、嘱託医が検診します。受診が必要と判断された場合のみ文書にて報告します。 

  ②身体測定 

   毎月１回身長・体重の測定を行い、KidsDiary の「成長記録」へ記録します。 

（５）その他 

  子育て支援事業の実施 

  子育てひろば、園庭開放、運動会への参加 等 

 

８ 利用料金 

（１）教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

   支給認定保護者が教育・保育の提供を受けた際は、本園に対し、支給認定を受けた 

市町村が定める保育料をお支払いいただきます。 

（２）教育・保育に係る上乗せ徴収及び実費徴収 

   （１）に掲げる保育料のほか、上乗せ徴収及び実費徴収として、下記の費用を負担し

ていただきます。 
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①上乗せ徴収 

費用の種類 納付額 徴収の理由 

施設管理費 月額 ３，０００円 施設管理維持のため 

②実費徴収 

項目 対象年齢 金額 

給食費（１号認定） 満３・３・４・５歳児 月額 ４,１５０円 

給食費（２号認定） 

   （新２号認定） 
３・４・５歳児 月額 ５,８００円 

主食費 
副食費免除対象家庭の 

満３・３・４・５歳児 
月額 １,０５０円 

絵本代 
１・２・満３・３・４・

５歳児 
月額 ５００円前後 

道具代 

０・１・２歳児 年額 ３,０００円程度 

満３・３・４・５歳児 年額 １万円程度 

被服費 
２・満３・３・４ 

・５歳児 
入園時 ３～４万円程度 

バス維持費 
満３・３・４・５歳児 

（満３歳児はバス利用者のみ） 

往復利用 ２,２００円 

片道利用 １,３００円 

青空コース ３００円 

積立金（お別れ遠足・ 

卒園アルバム代など） 
５歳児のみ 月額 １,３００円 

  ※その他、 父母の会費（幼児 年間３,０００円、満３・乳児 年間１５０円） 

※上記のほか、園外保育（遠足）の交通費等、必要な実費は随時お知らせします。 

 

（３）延長保育料 

対象 時間 料金 

教育標準時間認定 

午前７時から午前８時３０分 １回 ２００円 

午後２時から午後５時３０分 １時間 １５０円 

（新２号認定児） 午後２時から午後５時３０分 １時間 １００円 
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午後５時３０分から午後６時まで １回 ２５０円 

保育短時間認定 

午前７時から午前８時３０分 １回 ２００円 

午後４時３０分から午後６時まで １回 ２５０円 

保育標準時間認定 午後６から午後６時３０分まで １回 ２５０円 

 

９ 支払方法 

（１）保育料 

口座振替払い（引落し日：毎月２５日） 

 

（２）預かり保育利用料  

  月末締め翌月請求 保育料等と合算して口座振替 

 

10 利用の終了に関する事項 

 本園は、以下の場合には保育の提供を終了いたします。 

（１）１号認定子ども及び２号認定子どもが小学校に就学したとき。 

（２）３号認定子どもの支給認定保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき。 

（３）その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。 

 

11 緊急時の対応 

教育・保育中に容体の変化や病状急変等の緊急事態が発生した場合には，あらかじめ保護

者が指定した緊急連絡先へ連絡を行うとともに、本園嘱託医へ連絡を取るなど必要な措置

を講じます。 

 

12 賠償責任保険の加入 

 本園では、以下の保険に加入しています。 

加入保険会社 日本スポーツ振興センター 

保険の種類 災害共済給付 

保険の内容 医療費給付 
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13 非常災害時の対策 

消防計画の作成 

提 出 先：千代田消防署 

届 出 日：平成３０年５月（直近） 

防火管理者：園長 松永広雄 

防災設備 自動火災報知機、スプリンクラー、誘導灯、消火器 

避難訓練 火災及び地震を想定し、月１回実施 

 

14 虐待の防止のための措置 

 本園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るために、責任者を設置するとともに、 

職員に対する研修を実施します。    

虐待防止に関する責任者 園長 松永広雄 

 

15 要望・苦情等に関する相談窓口 

 本園では、要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

苦情解決責任者 園長  松永広雄 

苦情受付担当者 副園長 上田優子 

第三者委員 

上土団地町内会長 

小長井 泉一郎 
 

村上 佳弘  

受付方法 文書、電話及び面談等により受け付けします。 

 

16 個人情報の取扱いについて 

 園は園児・保護者から提出される書類に記載された個人情報に関わる内容については、 

慎重かつ適切に取り扱いますので、ご了承くださいますようお願いいたします。 

 

（１）本園が扱う主な個人情報関連書類 

   家庭状況調査票、園児情報（健康保険情報） 他 

 

（２）個人情報利用目的 

  ① 学籍管理、学籍異動、クラス編成、証明書作成等に関わる業務を行うため 

  ② 健康診断等健康管理に関わる業務を行うため 

  ③ 入園式、卒園式、遠足等の園行事実施のため 

  ④ 教育・保育活動に関わる業務を行うため 
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  ⑤ 保育料等徴収に関わる業務を行うため 

  ⑥ 園児の所属する学年（もしくはクラス）においての連絡等を行うため 

（緊急連絡網等） 

  ⑦ 園だより、学年（クラス）通信等に掲載するため 

  ⑧ 物品の注文に関わる業務を行うため 

  ⑨ 作品展、コンクール等への参加・応募のため 

  ⑩ 卒園アルバム作成のため 

（３）関係団体への個人情報の提供 

  個人情報を提供する際は、利用目的、利用方法を限定し、利用期間の制限、 

個人情報の取扱者の限定、再提供の禁止、廃棄の取扱いを指示します。 

 

上記の利用目的以外の利用や、外部提供がある場合は、その都度ご連絡させていただきま

す。ただし、例外として以下の場合は、同意なしで提供することがあります。 

・ 法令に基づく場合 

・ 人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合 

・ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を 

遂行することに対して協力する必要がある場合 


